
権
が
大
切
に
さ
れ
、
多
様
性
を
認
め
合
い
、

誰
も
が
自
分
ら
し
く
暮
ら
せ
る
社
会
を
め
ざ

し
、
12
月
4
日
か
ら
大
東
市
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
を
実
施
し
ま
す
。

︻
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
と
は
︼

　
互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
日

常
生
活
に
お
い
て
継
続
的
に
同
居
し
相
互
に

協
力
し
合
う
こ
と
を
約
束
し
た
お
二
人
で
、

そ
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
性
的
少
数
者
で
あ

る
二
人
か
ら
の
宣
誓
書
の
提
出
を
受
け
て
、

所
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

た
場
合
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
書
受
領

書
お
よ
び
受
領
証
を
交
付
す
る
も
の
で
す
。

　
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
の
要
件
な
ど
、

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
人
権
室
☎
870
・
9
0
6
3

旧
姓︵
旧
氏
︶を
併
記
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す

　
11
月
5
日
か
ら
、住
民
票
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、印
鑑
登
録
証
明
書
な
ど
に
旧
姓（
旧

氏
）を
併
記
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す（
一
人

に
つ
き
一
つ
だ
け
併
記
可
）。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
併
記
さ
れ
る
こ

と
で
、
旧
姓
を
各
種
証
明
に
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
併
記
す
る
た
め
に
は
、
請
求

手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
旧
氏
が
記
載

さ
れ
た
戸
籍
謄
本
か
ら
現
在
の
氏
が
記
載
さ

れ
て
い
る
戸
籍
謄
本
な
ど
を
必
ず
ご
用
意
の

上
、
市
民
課
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
印
鑑
登
録
証
明
書
か
ら
性
別
の
記

載
欄
を
削
除
し
ま
す
。

問
市
民
課
☎
870
・
4
0
1
1

市
職
員︵
正
職
員・任
期
付

職
員
︶を
募
集

　
市
で
は
、
市
職
員
（
正
職
員
・
任
期
付
職

員
）
の
募
集
を
12
月
に
行
い
ま
す
。
募
集
職

種
・
採
用
人
数
な
ど
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（
11
月
上
旬
予
定
）に
掲
載
し
ま
す
。

　
受
験
資
格
な
ど
の
詳
細
は
、
募
集
要
項
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
募
集
要
項
の
公
表
・
配
布
＝
11
月
上
旬
予

定　
●
申
込
受
付
期
間（
郵
送
）＝
11
月
15
日

㈮
～
25
日
㈪（
消
印
有
効
）　
●
第
₁
次
試
験

日
＝
12
月
₈
日
㈰　
●
第
₁
次
試
験
会
場
＝

大
阪
産
業
大
学

問
人
事
課
☎
870
・
0
4
1
6　

大
東
市
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

宣
誓
制
度
が
ス
タ
ー
ト

　
市
で
は
、
大
東
市
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く

り
条
例
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
人
の
人
権
尊
重

の
理
念
に
基
づ
き
、
市
民
一
人
ひ
と
り
の
人

数
量
限
定
！

ダ
イ
ト
ン
年
賀
状
販
売

時
11
月
14
日
㈭
午
前
9
時
　
所
14
日
：
庁
舎

正
面
玄
関
前
特
設

売
り
場
、
15
日
以

降
：
戦
略
企
画
室

都
市
魅
力
観
光
グ

ル
ー
プ
　
●
購
入

枚
数
＝
1
人
１００
枚
ま
で
（
な
く
な
り
次
第
終

了
）　
￥
1
枚
63
円

問
戦
略
企
画
室
都
市
魅
力
観
光
グ
ル
ー
プ
☎

８７０
・
0

　

4
　

4
　

2

市
指
定
有
形
文
化
財
に

﹁
専せ

ん

応の
う

寺じ 

聖し
ょ
う

徳と
く

太た
い

子し

立り
ゅ
う
ぞ
う像
﹂

を
指
定

　
本
像
は
、
野
崎

の
専
応
寺
太
子
堂

に
安
置
さ
れ
て
い

る
聖
徳
太
子
16
歳

の
姿
を
現
し
た
像
で
す
。
専
応
寺
に
伝
わ
る

享
保
年
間（
18
世
紀
前
半
）の
記
録
に
初
め
て

登
場
し
、
江
戸
時
代
に
流
行
し
た
野
崎
ま
い

り
で
は
、
多
く
の
参
拝
者
が
太
子
堂
に
詣
で

て
か
ら
、
慈
眼
寺（
野
崎
観
音
）に
参
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
30
年
に
市
教
育
委

員
会
が
実
施
し
た
調
査
に
よ
っ
て
、
頭
部
や

顔
の
表
現
な
ど
か
ら
室
町
時
代
に
制
作
さ
れ

た
と
推
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
本
像
は
、
北
河
内
に
現
存
す
る
最
古
の
聖

徳
太
子
像
で
あ
り
、
市
域
に
お
け
る
浄
土
真

宗
と
聖
徳
太
子
信
仰
と
の
関
係
を
知
る
上
で

も
貴
重
な
文
化
財
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
9
月

に
市
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
し
ま
し
た
。

　
1
月
1
日
、
春
分
の
日
、
8
月
15
日
、
秋

分
の
日
に
本
像
が
開
帳
さ
れ
ま
す
。

問
生
涯
学
習
課
☎
870
・
9
1
0
5

防
災
フ
ェ
ア
に
参
加
し
よ
う
！

　
昨
今
の
風
水
害
を
は
じ
め
、
発
生
確
率
が

高
い
と
さ
れ
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
な
ど
、
減

災
に
向
け
た
日
頃
か
ら
の
心
構
え
と
備
え
が

重
要
で
す
。
防
災
フ
ェ
ア
（
大
東
市
総
合
防

災
訓
練
）
に
参
加
し
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま

で
楽
し
く
防
災
意
識
を
高
め
ま
し
ょ
う
。

時
12
月
₈
日
㈰
午
前
10
時
～
正
午　
所
ア
ク

テ
ィ
ブ
・
ス
ク
ウ
ェ
ア
・
大
東　
内
消
防
・

警
察
・
自
衛
隊
の
車
両
展
示
、防
災
グ
ッ
ズ
、

各
種
ブ
ー
ス　
他
炊
き
出
し
に
よ
る
試
食
、

子
ど
も
対
象
に
ダ
イ
ト
ン
グ
ッ
ズ
を
配
布

（
数
に
限
り
あ
り
）

問
危
機
管
理
室
☎
87５
・
0
2
1
1

すべての飲食店に
消火器の設置が必要です
　消防法令の改正により、10
月1日から火を使用する飲食
店では、床面積に関係なく消
火器の設置が必要となりまし
た。調理油過熱防止装置など
があれば設置を免除できま
す。詳しくは、ホームページを
ご覧ください。
問大東四條畷消防本部予防課☎8₇2・
2342

消火器の設置が必要です
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子育て関連の記事には
ダイトンが付いているよ！

記
号
の
見
方  

時
と
き  

所
と
こ
ろ  

内
内
容  

講
講
師  

出
出
演  

対
対
象  

定
定
員  

￥
費
用  

￥0
無
料  

持
持
ち
物  

券
整
理
券
配
布
・
チ
ケ
ッ
ト
販
売

他
そ
の
他  

申
申
し
込
み
先  

問
問
い
合
わ
せ
先  

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス  

保
一
時
保
育
あ
り（
原
則
有
料
、申
込
要
。詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）



公
立
幼
稚
園
入
園
希
望
者

の
追
加
募
集

　

　
諸
福
幼
稚
園
と
北
条
幼
稚
園
で
、
来
年
4

月
入
園
希
望
の
幼
児
を
追
加
募
集
し
ま
す
。

●
願
書
受
付
＝
平
日
午
前
9
時
～
午
後
5
時

30
分　
所
子
ど
も
室
保
育
幼
稚
園
グ
ル
ー
プ　

対
4
・
5
歳
児　

持
印
鑑

（
願
書
は
窓
口
で
配
布
）　
他

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

問
子
ど
も
室
保
育
幼
稚
園
グ
ル
ー
プ
☎
870
・

0
4
7
4令

和
2
年
度 

保
育
所
な

ど
へ
の
入
所
申
し
込
み
　

　
来
年
4
月
か
ら
の
保
育
所
な
ど
へ
の
入
所

を
希
望
す
る
児
童
の
保
護
者
は
、
11
　
月
11
　
日

～
12
　
月
6
　
日
に
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

保
育
所
な
ど
は
、
保
護
者
が
仕
事
や
病
気
な

ど
の
た
め
、
家
庭
で
保
育
す
る
こ
と
が
困
難

な
児
童
を
お
預
か
り
す
る
施
設
で
す
。な
お
、

定
員
に
余
裕
が
な
い
な
ど
、
入
所
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
入
所
の
要
件
＝
保
護
者
の
い
ず
れ
も
が
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
①
就
労
（
月
64
時
間

以
上
）②
母
親
が
妊
娠
・
出
産（
産
前
・
産
後

の
8
週
間
）
③
疾
病
・
障
害
④
同
居
ま
た
は

長
期
入
院
な
ど
し
て
い
る
親
族
の
介
護
な
ど

⑤
就
学（
職
業
訓
練
校
を
含
む
）⑥
求
職
活
動

（
起
業
の
準
備
を
含
む
）を
継
続
的
に
実
施
⑦

災
害
復
旧
⑧
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
恐
れ　
●
利
用

者
負
担
額（
保
育
料
）＝
3
～
5
歳
児（
ク
ラ

ス
年
齢
）は
無
料
、
0
～
2
歳
児（
ク
ラ
ス
年

齢
）
は
児
童
の
属
す
る
世
帯
の
市
町
村
民
税

所
得
割
額
に
基
づ
い
て
決
定 

（
公
立
・
私
立

と
も
同
額
）

※
教
材
費
な
ど
、
別
途
実
費
徴
収
が
あ
り
ま

す

※
同
居
す
る
祖
父
母
が
い
る
場
合
は
、
祖
父

母
の
市
町
村
民
税
所
得
割
額
で
決
定
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す　

他
令
和
元
年
度
中
の
入
所
を
希
望
し
、
現
在

入
所
申
込
中
の
人
に
つ
い
て
も
、
別
途
意
思

確
認
な
ど
の
書
類
提
出
が
必
要
で
す

申
問
教
育
・
保
育
給
付
認
定
申
請
書
兼
入
所

申
込
書
、
入
所
理
由
証
明
書
な
ど
必
要
な
書

類
を
持
っ
て
子
ど
も
室
保
育
幼
稚
園
グ
ル
ー

プ
☎
870
・
0
4
7
4

大東市内保育施設一覧

区分 保育所等名 所在地 2・3号
定員（人） 対象児

公
立

保
育
所

南郷保育所 太子田3-1-20 180
産休明け~就学前野崎保育所 野崎1-6-35 130

北条保育所 北条3-9-18 90

私
立
保
育
園

泉保育園 泉町1-3-2 80

おおむね6か月~就学前
氷野保育園 大東町10-15 90
灰塚保育園 灰塚5-2-33 60
江ノ口保育園 三箇4-16-16 90
新町保育園 川中新町9-1 90
ひらりす保育園 野崎4-5-6 80
津の辺保育園 南津の辺町2-32 90 産休明け~就学前
★新田保育園 新田中町4-9 90 おおむね6か月~就学前

認
定
こ
ど
も
園

住道こども園 三住町11-21 139 おおむね6か月~就学前
大東わかば保育園 北条1-21-36 90 産休明け~就学前
秀英幼稚園 深野3-1-12 161 おおむね6か月~就学前
若竹こども園 深野5-7-27 69 産休明け~就学前
あすなろこども園 扇町9-8 120 おおむね6か月~就学前
あすなろこども園分園 末広町11-6 42 おおむね6か月~2歳児
聖心保育園 太子田2-14-15 150

おおむね6か月~就学前
第二聖心保育園 寺川1-20-1 90
みのりこども園 津の辺町4-11 60
大東つくし保育園 諸福6-3-33 110
四条保育園 北条1-8-48 92
上三箇保育園 三箇1-13-13 120 産休明け~就学前
愛真幼稚園 西楠の里町15-1 39 3歳児~就学前
朋来幼稚園 朋来2-14-5 48 1歳児~就学前
☆四條畷学園大学附属
幼稚園 学園町6-45 40 3歳児~就学前
ひとつぶ保育園 深野4-3-4 100 おおむね6か月~就学前

小
規
模

聖心保育園分園 赤井3-5-11 18

おおむね6か月~2歳児

ひだまり保育園 諸福5-6-22 15
わかたけ保育園 住道2-8-4

高倉ビル1階 18

住道サンフレンズ
保育園

朋来2-5-35　サン
ﾒゾン・ｲｰｽﾄ
店舗棟1階

19

※★印の新田保育園は令和2年度から認定こども園へ移行する予定です
※�☆印の四條畷学園大学附属幼稚園は令和2年度から私学助成型の幼稚園から認定
こども園へ移行する予定です
※�なお、定員などについては11月1日時点の見込み数となるため、変更になる可能
性があります
※�保育施設の入所申込状況については、各施設ではなく、子ども室保育幼稚園グルー
プまでお問い合わせください

公立幼稚園の応募資格など
4歳児 5歳児

募集人数 各園
若干名

各園
若干名

応募資格

平成27年4月2
日～平成28年
4月1日までに
生まれた幼児

平成26年4月2
日～平成27年
4月1日までに
生まれた幼児

市で保護者と共に
居住する幼児

バｽ使用料 利用する人のみ
月額3千円

だいとう　2019（令和元）年11月号6

TOPICS

市の
話題トピックストピックス



国語 大東市₆₇％

英語 大東市₅₁％

平成31年度 全国学力・学習状況調査
　平成31年度全国学力・学習状況調査が4月18日に実施さ
れ、大東市の全公立小学校の6年生988人、中学校の3年生
932人が調査に参加しました。
　調査内容は、国語および算数・数学、英語（中学校のみ）
による「学力調査」、児童・生徒に学校生活や家庭生活の様
子を尋ねた「児童・生徒質問紙」、各学校の取り組み状況や
教職員の意識について尋ねた「学校質問紙」の三つからな

っています。
　教育委員会では、分析した調査結果を学校での「授業改
善の工夫」および児童・生徒の「学習意欲と学力の向上・基
本的生活習慣の定着」に役立てると共に市の教育施策に反
映させていきます。
　なお、本調査で測れるのは児童・生徒の学力の一側面です。
問教育研究所☎8₇0・910₇

学力調査の結果から

大東市の概要

学力調査の結果から

平均正答率平均正答率

　小・中学校における「授業改善」関連のアンケートでは、
小学校の「先生はあなたのよい所を認めてくれている」、算
数の「書く問題で、最後まで解答を書こうと努力した」では
全国平均を上回り、授業を中心に教員が児童個々の教育的
ニーズを把握して丁寧に関わったり、仲間との交流を通し

て児童が自分の考えを表現したりする活動が充実した成
果が見られます。中学校も含め、今後も「主体的・対話的で
深い学び」の一層の実現をめざし、「だいとう教育ビジョ
ン2019 ~教員の確かな関わりによる「学び合う」学校園づ
くり~」に基づいた授業改善に取り組んでいきます。

授業改善の成果と課題について

大東市
全国平均

話すこと・聞くこと

書くこと

読むこと

伝統的な言語
文化と国語の
特質に関する
事項

話す・聞く能力
書く能力

読む能力

言語について
の知識・理解・
技能

選択式

短答式

国語への関心・
意欲・態度

数学 大東市₅₃％
数と式

図形

数学的な見方や
考え方

数学的な技能

選択式

短答式

記述式

関数

資料の活用

【国語】�例年、「自分の考えを持つ」「伝えたい事柄について、
根拠を明確にして書く」などが課題でしたが、正答率
が₇~8割となり改善されています。一方、封筒の宛
先を書く問題は正答率が5割程度で、経験の少なさが
うかがわれます。

【数学】�昨年度よりも改善が見られたのは、「図形」「資料の
活用」の領域です。しかし、基礎的な問題や数学の専
門用語の理解などに課題があります。無解答率の高
い問題が少なくないことも課題です。

【英語】�英語の会話や文章を聞いたり読んだりして内容を捉
えることはおおむねできています。しかし、内容の
大切な部分を捉えたり、英語で自分の考えを伝えた
りすることには課題があります。

【国語】�「読むこと」の領域は、全国平均を下回っているもの
の、かなり近づきました。この領域の各問題の正答
率は₇~8割を超えており、多くの児童ができていま
す。一方、同音異義語で間違えやすい漢字の書き取
りやことわざなどでは、全国との差が大きい問題も
あり課題です。

【算数】�全体として全国平均に近づき、計算や立式などで全
国を上回る正答率の問題もあります。「数量や図形に
ついての知識・理解」は₇割近い児童ができています。
一方、記述式の問題は課題ですが、児童質問紙で「言
葉や数、式を使って、わけや求め方などを書く問題」
の解答を「すべての問題で最後まで書こうと努力し
た」と回答した児童が全国平均を上回っており、授業
改善の成果を見ることができます。

小学校

小学校

中学校

中学校

記述式

数量や図形
などについての
知識・理解

聞くこと

書くこと

読むこと

外国語表現の
能力

外国語理解の
能力

言語や文化に
ついての知識・理解

選択式

短答式

記述式

国語 大東市₅₈％
話すこと・聞くこと

書くこと

読むこと

伝統的な言語
文化と国語の
特質に関する
事項

話す・聞く能力

書く能力

読む能力

言語について
の知識・理解・
技能

選択式

短答式

国語への関心・
意欲・態度

算数 大東市₆₄％
数と計算

量と測定

数学的な考え方

数量や図形に
ついての技能

選択式

短答式

記述式

図形

数量関係

記述式

数量や図形
についての
知識・理解
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児童・生徒質問紙から

● �小・中学校とも、ほとんどの項目でほぼ全国
並みです。

●�中学校の「自分にはよいところがある」は全国
よりやや低く、丁寧な関わりが求められます。

　これまでの「学び合う」授業づくりを
通した子ども同士のつながりの醸成や、
学校・家庭・地域の丁寧な関わりなどに
より、子どもたちの生活習慣や自己肯定
感・規範意識など、集団の一員としての
生活態度や自覚が育まれつつあります。
　しかしながら、変化の激しい社会の中
でおのおのが他者と協働して生きる力
を育成するには、子どもを取り巻く学
校・家庭・地域が一層連携し、さまざまな
場所や場面での、多くの人との多様な経
験を通して、子どもの成長を促し、見守
ることが重要です。

朝食を毎日食べている

毎日同じぐらいの
時刻に寝ている

毎日同じぐらいの
時刻に起きている

家の人と学校での出来事
について話をする

住んでる地域の
行事に参加している

新聞を読んでいる

朝食を毎日食べている

毎日同じぐらいの
時刻に寝ている

毎日同じぐらいの
時刻に起きている

家の人と学校での出来事
について話をする

住んでる地域の
行事に参加している

新聞を読んでいる

小学校 中学校

生活の様子

自分には良いところがある

先生は、あなたの
よいところを
認めてくれている

将来の夢や
目標を持っている

学校のきまりを守っている

いじめはどんな理由
があってもいけない

人の役に立つ人間に
なりたい

自分には良いところがある

先生は、あなたの
よいところを
認めてくれている

将来の夢や
目標を持っている

学校の規則を守っている

いじめはどんな理由
があってもいけない

人の役に立つ人間に
なりたい

小学校 中学校

意識

自己肯定感・規範

大東市 全国大阪府
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　市では、公平な市民負担の確保と公正で円滑な行財政運
営を図るため、昨年12月に大東市債権整理条例を制定し
ました。
　市の債権とは、市が市民などに対して、税金や料金など
の支払いを請求することができる市の権利のことをいい
ます。
  債権処理の適正化
　水道料金などの私債権は、滞納者が行方不明となった場
合や意思疎通が困難な状況となった場合などであっても、
法的に債権（滞納金）は残ったままとなっています。そこで、
法的措置をとることができず、回収が見込めない債権につ
いて、一定の条件を定めて放棄できる規定を設けています。
  延滞金の徴収
　これまで延滞金を徴収できなかった債権に対しても、期
日内に納付されている皆さんとの公平性を図るため、令和3
年4月までにほぼ全ての公債権について延滞金の徴収を行
います。
  調査の徹底
　滞納者に対して調査を徹底し、納付計画の妥当性を判断
します。支払い能力があるにも関わらず納付義務を怠る
などといった悪質性が高いと認められる滞納者について
は、即時法的手続きを行います。

大東市債権整理条例を制定しています

速やかな納付相談をお願いします
　納付が遅れることで、未納額が膨らみさら
に厳しい状況になってしまうことがあります。
　やむを得ない事情により納付が困難となった場合
は、早急にご相談ください。分割での納付や履行期限
の延長などの手続きが行える場合があります。

問債権整理回収課☎870・0493

債権の分類

市の債権

市　税 滞納処分により強制徴収できる債権
（市税、国民健康保険税）

公債権
強制徴収公債権
地方税の例により強制徴収できる債権
（例：介護保険料、保育料、下水道使用料など）

非強制徴収公債権
裁判手続きによる強制徴収が必要な債権
（例：塵芥処理手数料、幼稚園使用料など）

私債権 契約などに基づいて発生し、裁判手続きに
よる強制徴収が必要な債権
（例：市営住宅使用料、小中学校給食費など）
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全国統一防火標語
ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心

時11月10日㈰午前11時~正午　所ポップタウン住道オ
ペラパーク　スペイン広場　内大東四條畷消防市民音楽
隊による演奏（雨天中止）、防火啓発物の配布など
他詳しくは、消防組合ホームページをご覧ください
問大東四條畷消防本部予防課☎8₇2・2342

防火啓発
キャンペー

ン

秋の全国火災予防運動 11月9日～15日

●寝たばこは、絶対やめる
● �ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
● �ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

●逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
● �寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防
炎品を使用する

● �火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設
置する

● �お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協
力体制をつくる

₄つの対策

住宅防火 いのちを守る ₇つのポイント

住宅用火災警報器
－電池は大丈夫？ 鳴りますか？－

　住宅用火災警報器は、煙を早期に感知して
火災の発生を音声や警報音で知らせてくれま
す。いざという時のために、正常に作動する
か定期的に確認しましょう。
【作動確認】
　点検ボタンを押すか、点検ひもを引くと作
動確認ができます。作動確認しても住宅用火
災警報器に反応がなければ、本体の故障か電
池切れです。

点検ボタン

点
検
ひ
も

3つの習慣

とき 内容など ところ 主催 問い合わせ先

11月1日㈮～ 30日㈯ 資料展示「手話・点字・ユニ
バｰサルデザｲン」 東部図書館

東部図書館
☎812・6768
FAX 876・7702

11月29日㈮
午後5時～ 6時

人権週間街頭啓発
四條畷学園高校吹奏楽部
による演奏（ＪＲ住道駅の
み）と啓発グッズの配布

ＪＲ住道駅・野崎駅・四条畷駅周辺

市・市教育委員会・人権啓発
ネッﾄワｰク大東・大東市事
業所人権推進連絡会・大東地
区人権擁護委員会・大阪第二
人権擁護委員協議会

人権室
☎870・0441
FAX 872・2268

12月1日㈰～ 28日㈯

資料展示「人権を考える」

中央図書館
中央図書館
☎873・3523
FAX 873・3610

東部図書館
東部図書館
☎812・6768
FAX 876・7702

資料展示「あなたもわたし
も同じ世界に生きている

（人権週間）」
西部図書館

西部図書館
☎873・1451
FAX 873・1461

12月4日㈬

午前10時～正午
午後1時～ 3時 特設人権相談（電話・面接）人権教育啓発センタ （ー人権室内）

大東地区人権擁護委員会
人権室
☎870・0441
FAX 872・2268午後1時～ 3時 特設人権相談（面接） ポップタウン住道オペラパｰク

午後4時30分 人権週間街頭啓発 ポップタウン住道オペラパｰク周辺

　市は差別のない、人権が尊重されたまち“だいとう”をめざして、平成4年12月22日に「差別撤廃・人権擁護都市宣言」を行い、
11月22日~12月22日を「差別撤廃・人権擁護都市宣言」強調月間と定めました。
　 “人権”を身近に感じ、理解し、考える機会として、さまざまな取り組みを行います。私たちにとって、人権を尊重するとい
うことは、どういうことなのか、一緒に考えませんか。行事は変更する場合がありますので、参加希望の人はお問い合わせく
ださい。また、各施設が主催する行事については、催し内で掲載しています。

｢差別撤廃･人権擁護都市宣言｣強調月間 人権室☎₈₇₀・₀44₁　 FAX ₈₇₂・₂₂₆₈
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